
問い合わせ先 かほく市 地域政策部 防災環境対策課

〒929-1195 かほく市宇野気ニ81番地
TEL：076-283-7124 E-mail：kankyou@city.kahoku.lg.jp

補助対象となる蓄電池は家庭用と業務用に分けられ、それぞれ異なる要件が適用されます。

蓄電池
＋

５万円／kW

上限1,000万円

上限200万円

補助金額

※PPA・リースも補助対象です

かほく市内に設置されること
自家消費率50%以上
FIT/FIP認定を取得しないこと
J-クレジット制度に登録しないこと

自己所有の太陽光発電設備と同時導入
J-クレジット制度に登録しないこと

主な要件

令和８年度

環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、
太陽光発電設備等を設置する事業者に補助金を交付します。

太陽光発電設備

かほく市事業者用太陽光発電設備等
重点対策加速化事業

かほく市事業者用太陽光発電設備等
重点対策加速化事業

補助金額 主な要件

※蓄電池単体での申請できません
※PPA・リースは対象外です

*詳細は要綱をご確認ください。

補助金の交付は、一の需要家につき当該年度１回限りです。

交付申請期限 令和８年５月22日（金）
実績報告期限 令和９年１月29日（金）

~4万円／kWh



補助対象者１

●市税を滞納していない者。

● 「ゼロカーボンシティかほく推進パートナー」に登録している者。

（当該年度中に登録の予定である場合を含む。）

● 「災害時における支援等に関する協定」を締結している者又は「災害時

における協力に関する確認書」（自由様式）を提出すること。

（当該年度中に締結の予定である場合を含む。）

※ PPA・リースの場合は需要家が上記の要件を満たす必要があります。

※その他の要件は補助金交付要綱及びチェックリストにてご確認ください。

注意事項３
●事業（契約・着工を含む）の着手前に市への交付申請が必要です。

●予算の範囲内で補助金を交付します。執行状況は防災環境対策課にお問い合わせください。

●当該補助対象設備の設置に関し、国又は県の他の補助制度との併用はできません。

●本市要綱、実施要領のほか、国要綱、実施要領（別紙２を含む）も必ずご確認ください。

以下を満たす者

申請手続きの流れ２

要件が細かい補助制度のため、交付申請の前に必ず事前相談へお越しください。
事前に来庁日時をご連絡いただけるとスムーズにご案内できます。

令和８年5月22日（金）までに本市実施要領（HPに掲載）に記載の交付申請
書類を窓口でご提出ください。

交付決定前の契約・着工は認められません。
※電力会社との系統連系の手続きは進めていただいて問題ありません。

補助事業の完了後15日以内又は令和９年1月29日（金）のいずれか早い日まで
に、本市実施要領（HPに掲載）に記載の実績報告書類を窓口でご提出ください。

請求書に記載の口座に振り込まれます。

事前相談

交付申請
・交付決定

契約着工

実績報告
・完了検査

補助金
受け取り

※交付決定後、補助事業の内容に変更があった場合は必ずご連絡ください。



Ｑ＆Ａ４

対象外です。

Q1 ソーラーカーポートや建材一体型太陽光は補助対象ですか？

Q6 割賦販売方式で資金調達しても問題ないですか？

Q4 補助金交付決定前に系統連系の手続きを開始してもよいですか？

Q5 リース期間が法定耐用年数より短い場合、何か対処が必要ですか？

Q2 再エネ一体型屋外照明用蓄電池は補助対象ですか？

Q3 FIT・FIP制度の認定を受けなければ、余剰電力の売電は可能ですか？

Q7 実績報告期限までに工事が完了していれば、支払いは完了しなくても
問題ないですか？

問題ありませんが、割賦販売業者を申請者とするリース方式で申請
してください。この場合、リースの各種要件が適用されます。

問題ありません。ただし、補助金交付決定前に工事請負契約の締結や
工事着工はできません。

所有権移転ファイナンスリース又は再リースにより、
法定耐用年数期間終了まで継続的に使用することを担保してください。

対象外です。

可能です。ただし、令和９年１月29日までに補助事業が完了するよう、
スケジュールを組んで下さい。

実績報告時には補助対象設備の設置に係る領収書等の写しを
必ずご提出いただく必要があります。
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